
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

令和７年６月から実施する燃料油価格抑制のための補助制度における支援

充実等について、資源エネルギー庁に対し緊急要望を行います。 
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１ 日 時 

 令和７年４月 15日（火）午前 11時 30分から 12時まで 

 

２ 要望先 

  資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料流通政策室 日置 純子 室長 

 

３ 要望対応者 

  田中 達也 産業政策監 

 

４ 要望内容 

・令和７年６月から実施する燃料油価格抑制のための補助制度における支援充実 

・ガソリンの暫定税率に関して安定的な財源確保を前提とした丁寧な議論 

・中山間地等におけるＳＳの維持存続のための支援充実・規制緩和 

 

５ 要望活動にかかる取材について 

  要望活動は、非公開で行います。要望後の取材対応は、次のとおり行います。（現地での 

取材対応は行いません。） 

 〇日 時 令和７年４月 15日（火）午後２時から２時 30分まで 

〇場 所 長野県東京事務所（東京都千代田区平河町 2-6-3都道府県会館 12階） 

 

長野県（産業労働部）プレスリリース  令和７年（2025 年）４月 15 日 

 
ガソリン価格抑制等のための支援充実について 

資源エネルギー庁に緊急要望を行います 

（問合せ先） 

産業労働部 産業政策課 

（担当）企画担当 神林 

団体・サービス産業振興係 小岩井 

電 話 026-235-7205（直通） 

F A X 026-235-7496 

E-mail sansei@pref.nagano.lg.jp 


